
様式第1号(第5条関係) 

 その1 

土浦市農業集落排水設備設置計画(確認・変更)申請書 

 (申請先)土浦市長 

 土浦市農業集落排水処理施設条例第6条の規定により，次のとおり申請します。 

  ＊排水番号 第     号 

申 請 者 

住 所 

電話          

申 請 日 令和   年   月   日 

着 工 予 定 令和   年   月   日 

ふりがな 

氏 名            印  

 

竣 工 予 定 令和   年   月   日 

工 事 種 別 □新設 □増設 □改築 □撤去 

受 益 者 

(設置場所) 

住 所 

電話          

用途別使用 □家庭用 □事業所用 

使 用 水 別 □水道 □井戸 □その他 

ふりがな 

氏 名            印  

 

利 用 人 員            人 

水洗便器数 

大 便 器   個 

小 便 器   個 

大小両用   個 施 工 業 者 

指定店番号  第     号 

 

印  ＊受付年月日  令和  年  月  日 

主 任 技 術 者 
登録 第   ―   号 

印  

＊確認年月日  令和  年  月  日 

＊検査年月日  令和  年  月  日 

 他人の土地又は排水設備を使用する場合の同意 

 

 私所有の(土地・排水設備)を使用することを同意す

る。 

 

 

住 所                   

氏 名                印  

〔公共汚水桝の設置状況〕 

□設置済  ＊受益者番号＝「      」 

＊分担金未納額   □無 

          □有        円 

□新規設置 

＊建設当時の分担金の額       円 

＊新規管路施設の分担金の額       円 

        ＊計          円 

特記事項 位置図 

＊
竣
工
検
査 

課 長 課長補佐 係 長 係 
＊
計
画
確
認 

課 長 課長補佐 係 長 係 
分
担
金
確
認 

  

                

年 月 日 

(注)1 この申請書は，工事着手の7日前までに正・副各1部提出すること。 

  2 □内については，該当するものに「レ」を記入し，＊印のところは記入しないでください。



 その2 

排 水 設 備 計 画 図 

主 要 設 備 一 覧 表 
名 称 形 状 単位 数量 備 考 名 称 形 状 単位 数量 備 考 

(和・洋・兼)大便器   個     汚水桝   個     

小便器   個     トラップ桝   個     

洗面器   個     排水管    mm   m     

手洗器   個               

洗濯流し   個               

台所流し   台               

浴槽   台               
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